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東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により全町避難を強いられ

てから、９年が経過しようとしています。 

当町では、昨年４月１０日に避難指示解除準備区域及び居住制限区域について避難

指示が解除されました。また、平成２９年１１月の特定復興再生拠点区域復興再生計画

の認定により、帰還困難区域の一部においても、避難指示解除に向け国による除染が

進められております。 

そして、３月１４日に予定されているＪＲ常磐線の全線運転再開に合わせて、３月５日

からの帰還困難区域の一部における避難指示区域の先行解除及び立入規制緩和に

向けて準備が進められているところです。 

当町は、復興に向けて大きな一歩を踏み出したものの、一方で、人口の約９６％が帰

還困難区域に集中しており、同区域全域の帰還環境整備・避難指示解除に向けた取り

組みが引き続き大きな課題となっております。 

昨年１２月２０日に閣議決定された「復興・創生期間」後における東日本大震災からの

復興の基本方針において、特定復興再生拠点区域外の帰還困難区域については、そ

れぞれの地域の実情や、土地活用の意向や動向等の現状分析、地方公共団体の要

望等を踏まえ、避難指示の解除に向け、今後の政策の方向性について検討を進めると

されております。 

つきましては、今般の原発事故によって深刻な被害を受け、さらには、福島復興のた

め中間貯蔵施設建設を苦渋の決断で受け入れた当町の復興が決して置き去りにされ

ることのないよう、次の点について、強く要望致します。 

  



１．帰還困難区域全域の復興に向けた取り組みについて 

町土全域の除染の完了が、長期避難をしている町民の思いであることから、特定復

興再生拠点区域での復興に向けた取り組みを確実に実施するだけでなく、特定復興再

生拠点区域外においても、国が主体となり、時間軸を示しつつ、特定復興再生拠点区

域の拡大等を通じて、帰還困難区域全域を段階的に本格除染するための施策を講じ、

帰還促進を図ること。 

 

２．特定復興再生拠点区域復興再生計画の柔軟な運用について 

 当町では、特定復興再生拠点区域について、令和４年春の全面避難指示解除に向

けて、特定復興再生拠点区域にある大野駅の周辺や下野上地区等の整備を進めてい

るところである。この区域の復旧に必要不可欠なインフラの一部は、この区域の外にあ

るため国による除染が行われないことから、令和４年春までのインフラの復旧と、その後

の維持管理について支障を来すこととなる。このため、特定復興再生拠点区域外であっ

ても、町民の帰還に必要不可欠なインフラが所在する場所については、国において早

急に除染がされるよう措置を講じること。 

  

３．「復興・創生期間」後の復興財源等の確保について 

「復興・創生期間」中に復興が完了することが望めない当町の状況を十分に踏まえ、

「復興・創生期間」後も、国が復興の前面に立ち、将来にわたって切れ目のない必要な

財源を確保するとともに、人的支援を継続するなど、復興事業を加速させること。 
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